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【機密性２】
空き地対策の必要性について（たたき台）

１．背景

・人口減少社会を迎え、地方都市や郊外を中心に空き家だけでな

く、空き地について、特に世帯が所有するものが増加。

・既に農山漁村においては、所有者不明土地の問題など管理が

放棄（放置）された土地の問題が表面化。

・地域創生の観点から、空き地を地域の「資源」として活用する先

進的な取り組みも見られる。

２．空き地の特性

・本来、空き地は土地利用の変化に伴い、発生と解消に時間的な

ずれが生じるため、一定程度は存在。また、土地需要が旺盛な都

心部での空き地のように計画の具体化までの間、一定期間低未

利用にしている土地や、都市計画の必要性から防災空地のように

長期間そのままにしている場合もあり、空き地のあり方は多様。

・最近、増加している世帯所有の空き地は、相続を契機とした取得

など必ずしも土地の利用を想定せずに取得したことで、そのまま

になっている場合が多く、また利用意向があっても将来の土地利

用の見込みがない場合も多い。

・このため、空き地は、個々の所有者の意向によって散発的・離散

的に発生。多くの場合、小規模な空き地が、まとまりなく存在。

・他方、一度都市に組み込まれた宅地は、原野と異なり、区画整

理も行われ、上下水道など都市インフラを有している場合が多く、

特に、空き家除却後の空き地については、直近まで、都市インフラ

を使用していたことから、宅地ストックとしての価値は高い。
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世帯の所有する土地利用の変化（k㎡）

（k㎡）

取得方法
平成15年
時面積

平成25年
時面積

増加率

国・都道府県・市区町村
から購入

25 22 -12%

会社・都市再生機構・公
社などの法人から購入

69 48 -31%

個人から購入 160 172 8%

相続・贈与で取得 394 701 78%

その他 33 39 21%

総数 681 981 44%

空き地

世帯の所有する空き地の取得方法

（平成５年） （平成25年）

空き地
屋外駐車場
その他空地
空き家

低・未利用地が分散
化して増えている

空き地
屋外駐車場
公園・広場
空き家

低・未利用地の変遷（近畿の地方都市の一般住宅地）
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【機密性２】
空き地対策の必要性について（たたき台）

３．空き地等がもたらす問題

・空き地等の中には、一時的な留保であり、放置してもい

ずれは解消される将来計画がある空き地等のように、地

価高騰局面で利用促進が必要な場合等特別な場合を除

き、大きな問題とならない空き地もある。

・しかし、長期的に土地資産額が下落している中で、土地

の所有・利用意欲が減退し、土地の管理に問題を抱える

所有者が多くなっており、草刈りなど必要な管理が行わ

れず、雑草が繁茂するなど管理水準が低下した空き地等

が増加している。

・管理水準が低下した空き地は、ゴミ等の投棄や害虫の

発生など周辺に直接的な害悪を及ぼすだけでなく、管理

水準にかかわらず、地域内に複数の空き地等が存在す

ることで、地域イメージの低下や地域の活力の低下を招

き、ひいては、周辺地価の低下や資産税収の減少等を招

くことになる。

・また、管理水準の低下が長期にわたり、管理が放棄さ

れた状態が続けば、相続を契機に所有者の所在の把握

が困難な土地となるなど将来的に放棄宅地となり、国土

の荒廃にもつながる。
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所有者による管理上の課題
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悪臭
砂ぼこり

大型車両通過等による危険…
土砂崩れ

土壌汚染や水質汚濁
騒音や振動

（回答数）

「管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地」

が周辺に迷惑を及ぼしている現象（複数回答）
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地域イメージの低下
地域の活力（賑わいや経済）の低下

治安の悪化
地価（資産価値）の下落

その他

（回答数）

地域・地区内に空き地等が複数存在することによる、

地域・地区全体への影響（複数回答）

増加する
766 

62.7%

ほとんど変わらない
345 

28.3%

減少する
33 

2.7%

無回答
77 

6.3%

現在と比較した今後10 年間の「管理

水準が低下した空き地」の面積の変化

増加している
419 

34.3%

ほとんど変わらない
355 

29.1%

減少している
36 

2.9%

把握していない
334 

27.4%

無回答 77 

6.3%

10 年前と比較した「管理水準が

低下した空き地」の件数の変化
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【機密性２】

広く一般に提供してもよ

い, 15.6%

自治体や信頼できる団

体（自治体の認定団体

等）の内部に限った利

用であれば構わない, 

16.7%

自治体の内部に限った利

用であれば構わない, 

18.2%

友人・知人等の関係者に

限って情報を提供する, 

15.1%

情報の提供は一切行わ

ない, 34.4%

売却・賃貸のための情報提供

空き地対策の必要性について（たたき台）

・さらに、空き地等の売却・貸付けのための情報提供に関し、
広く一般に提供してよいとする所有者は、限られており、提
供した情報が公開されることや提供先の情報管理に不安を
感じる意見も見受けられ、利活用等を考える際には、情報
の提供先における信頼性の確保が重要。
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周囲の人に売却・賃貸等を考え

ていることを知られたくないため

提供した情報が公開されること

に不安があるから

情報の提供先が信用できないか

ら

情報を公開することにメリットを

感じないから

利活用以外の面倒なことに巻き

込まれたくないから

そもそも利活用等を考えていな

いから

情報提供を一切行わない理由
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【機密性２】
空き地対策の必要性について（たたき台）

４．空き地等の新たな対策の必要性

・上記３の問題を解決するためには、将来にわたり、空き

地等の適正な管理を行うとともに、利活用を推進すること

が重要。

・これは本来、土地所有者が行うべきとの意見もあるが、

将来の見通しが不明確で、とりあえず、低未利用のまま

（投資をしないまま）保有することは、所有者にとっては合

理的な行動であり、また、遠隔地に土地を所有する土地所

有者も多くなっている現状からすれば、土地所有者だけに

解決策を求めても、現状を変えることは難しい。

・空き地等のままにしておくことは、個人にとっては合理的

な行動であっても、社会全体でみれば、地域の賑わい創

出や豊かな住環境の形成のために活用する機会を逸する

ことになっており、機会費用を発生させており、市場の失敗

が生じているためであると考えられる。

・また、地域でのまちづくりのためには、土地を貸し付けて

もよいとする所有者も多いが、貸し出しの際の不安感の問

題を解決するためには、安心感や借り主の信用力の問題

等貸す側と借りる側の情報の非対称が生じており、民間に

任せるだけでなく、行政が関与していくことが必要。

無償で貸してもよい, 7.6%

借り手や利活用方法、賃貸条

件次第で貸すことも考える, 

45.8%

貸すことは考えられない, 

24.8%

貸すよりも売りたい, 20.7%

その他, 1.1%

空き地等のまちづくりのための利活用に対する賃貸意向

42.8%

25.9%

16.5%

16.1%

0% 20% 40% 60%

今後、自らの利用や賃貸、売却

の際に障害になると困るから

家族や親族の了解が得られないから

地域での利活用になると地域との

付き合い上、返却を求めにくいから

地域での利活用になると地域との付き合い

上、管理状況について意見を言いにくいから

（空き地等のまちづくりの利活用について）

貸すことが考えられない理由（複数回答）
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（回答数）

自治体おける空き地等の実態(空き地等の分布や量、所有者情報）把握

（複数回答）

410

302

197

191

121

105

62

47

10

12 

0 500

生活環境の保全（雑草の除去）

生活環境の保全（騒音・振動・悪臭、害虫、

砂ぼこり、ごみ等の投棄等の防止）

防災

防犯

景観保全

危険防止

自然環境保全

利活用の促進

農地保全

その他

（回答数）

目的別空き地等対策条例等の有無

空き地対策の必要性について（たたき台）

・自治体においても、上記３の問題を認識し、一部で、生

活環境の保全のための条例等の対応が行われているも

のの、特に、利活用に向けての体制が十分でなく、実態

把握も進んでおらず、多くの自治体で、この問題が放置さ

れている状況。

・このため、自治体をはじめ地域において、

① 既に、問題が顕在化しており管理水準が低下してい

る空き地等への対策

② 立地・土地条件からみて工夫次第で活用が可能な

空き地等については、空き地等を地域「資源」として

活用していくための対策

を進めていくとともに、国としても、こうした自治体や地域

での取り組みを促すための環境づくりを進めていくことが

必要。

・これに加え、活用が困難な土地（すなわち、機会費用が

ほとんどない土地）については、放棄宅地の発生を防ぎ、

国土の荒廃を予防していくという国土管理の観点から、

人口減少社会における土地制度のあり方も含めた中長

期的な視点での検討が必要。
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20.6%

79.4%

空き地等に関する担当部署が決まっているか

明確に決まっている 案件に応じ対応している


